
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12月の行事予定 

12月園だより 

月園だより 

社 会 福 祉 法 人 

と も し び 福 祉 会 

と も し び 保 育 園 

令和 6年 12月 1日 

 朝夕の冷え込みが本格的になり、冬の到来を知らせているようです。 

日中と朝夕の寒暖差に加えて、今年は寒い日と暖かい日が繰り返しあり、体調管理

が難しく感じますが、子ども達は変わらず元気に遊びや活動を楽しんでいます。 

今月はクリスマスがあり、街の中も華やかな装飾が見られます。 

ともしび保育園でも、大きなクリスマスツリーに子ども達と飾りつけを行います。 

事務所の窓にも、クリスマスイルミネーションを飾りつけますので、登降園の際にお子

様とお楽しみください。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

日 月 火 水 木 金 土 

1 

 

 

 

2 3 

英会話 

4 5 

体育指導 

6 

 

7 

8 

 

 

 

9 

キッズダンス 
 

10 

 

11 

５歳児 

お茶指導 

12 

 

13 

 

 

14 

15 

 

16 

諸雑費 

引き落とし 

17 

英会話 

18 

 

19 

体育指導 

20 

誕生日会 

 

21 

22 

 

23 

消火避難訓練 

 

24 

クリスマス会 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

保育納め 

 

29 

休園 

（～1/5まで） 

     

30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身 体 測 定 

 

 

 

絵画展 
＊日時 4日（水）～6日（金） 

（３日は準備、7日は片付けです） 

＊場所  １階玄関ホール 

        プール前廊下 

登降園時に各クラスの作品をご覧ください。 

作品には手を触れないように 

お願いします。 

保育参観にお越しいただき 

ありがとうございました。 

指定の場所での観覧や譲り合いのご協力

をしていただきありがとうございました。 

保育園の菜園で 

「さつまいも」がたくさんできました！ 

ぞうぐみの子ども達が植えた「さつまいも」が育ち、 

お芋掘りを各クラスで楽しみました。蔓を引っ張り土

から掘り出す瞬間や、さつまいもを持ち上げた時の表

情は何とも言えません。給食室で調理してもらい、み

んなで秋の味覚を味わいました。 

絵     画      展 

 

≪年末年始のお知らせ≫ 
12月２８日（土） 保育納め 

1月 6日（月） 保育始め 

 

≪ぞうぐみ 雪遊び遠足≫ 
１月 17日（金）を予定しています。 

詳細は、後日手紙を配布します。 

 

≪年度末保育説明会≫ 
３月 15日（土）  

来年度の保育内容について、説明会を行います。 

 

朝の受け入れについて 

 

朝のご用意は安全のため、保護者の方と共に

行っていただき、職員にお子様をお預けくださ

い。その際、各クラスの貼り紙をご確認ください

ますようお願い致します。 

（貼り紙の確認は、お迎えの際もお願いします） 

園長より 

今年は 1989 年に国連総会で『子どもの権利条約』が制

定されて 35 周年、日本でも 1994 年に批准されて 30 年

になります。『子どもの権利条約』は 54 条ありますが、

その中で最も大切なことが 4 つの権利として掲げられ

ています。①命をまもられ成長できること(第６条)②差

別のないこと（第２条）③子どもが意見を表明し参加で

きること（第 12 条）④子どもにとって最善の利益を考

えること(第３条)です。そして、昨年令和５年４月に 

『こどもまんなか社会』を念頭に、こども家庭庁が発足

し『こども基本法』が新たに制定されました。子どもを

一人の人格を持った存在として尊重していく大切さを

改めて感じています。この機会に「子どもの権利条約」

や「こども基本法」をご覧になってみてください。 

 


